
○写  

 高松市病院局賠償責任を有する職員の指定に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

 

令和８年６月２６日 

 

高松市病院事業管理者 和 田 大 助      

 

高松市病院局管理規程第１２号 

 

   高松市病院局賠償責任を有する職員の指定に関する規程の一部を改正する規程 

 

 高松市病院局賠償責任を有する職員の指定に関する規程（平成２３年高松市病院局管理規程第３５号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

  

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３４条の規定にお

いて準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４３条の２の９第１項後段の規定により規程で指定する職

員は、次の各号に掲げる行為について当該各号に定める者とする。 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３４条の規定にお

いて準用する地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４３条の２の８第１項後段の規定により規程で指定する職

員は、次の各号に掲げる行為について当該各号に定める者とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

  

   附 則 

この規程は、令和８年９月２４日から施行する。 

 

 


